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原
子
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度
と
民
法
第
七
百
九
条
（
不
法
行
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に
よ
る
損
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賠
償
）
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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原
子
力
損
害
賠
償
制
度
と
民
法
第
七
百
九
条
（
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
）
に
関
す
る
質
問
主
意
書

原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、
「
原
賠
法
」
と
い
う
。
）
は
、
原
子
力
事
業
者
に
無
過
失
・
無
限
の
賠
償
責

任
を
課
す
と
と
も
に
、
そ
の
責
任
を
原
子
力
事
業
者
に
集
中
し
、
賠
償
責
任
の
履
行
を
迅
速
か
つ
確
実
に
す
る
た
め
、
原
子
力

事
業
者
に
対
し
て
原
子
力
損
害
賠
償
責
任
保
険
へ
の
加
入
等
の
損
害
賠
償
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
義
務
づ
け
、
賠
償
措
置
額
を

超
え
る
原
子
力
損
害
が
発
生
し
た
場
合
に
国
が
原
子
力
事
業
者
に
必
要
な
援
助
を
行
う
こ
と
を
可
能
と
す
る
こ
と
に
よ
り
被
害

者
救
済
に
遺
漏
が
な
い
よ
う
措
置
す
る
等
の
、
原
子
力
損
害
賠
償
制
度
に
つ
い
て
定
め
て
お
り
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律

第
八
十
九
号
）
第
七
百
九
条
（
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
）
の
特
別
法
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
原
子
力
損
害
賠
償
制
度
と
民
法
第
七
百
九
条
（
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
）
に
関
し
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

原
子
力
損
害
の
賠
償
に
つ
い
て
、
被
害
者
に
よ
っ
て
、
一
般
不
法
行
為
の
成
立
要
件
で
あ
る
、
加
害
者
の
故
意
又
は
過

失
、
権
利
の
侵
害
、
損
害
の
発
生
、
侵
害
行
為
と
損
害
発
生
と
の
間
の
因
果
関
係
が
立
証
さ
れ
る
場
合
に
は
、
原
賠
法
に
基

づ
く
の
で
は
な
く
、
民
法
第
七
百
九
条
に
基
づ
い
て
、
被
害
者
が
加
害
者
に
対
し
て
、
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
の
請
求

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
か
、
政
府
の
認
識
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。


